
市営水道

県営水道

習志野市企業局からのお知らせ

～ 令和7年4月から水道料金を改定します ～

改 定 内 容

新料金は令和７年４月１日から適用します。

検針時期により令和７年４月１日をまたぐ場合は、

新旧料金による日割り計算を行います。

習志野市営水道をご利用の方

（JR総武線以北で水道をご利用の方）

※ JR総武線以南は県営水道の給水区域です。

習志野市営水道では、持続可能な水道事業の運営のため、水道料金の適正化を図ります。

（公社）日本水道協会の手引き等に基づき適正な水道料金を試算した結果、＋４１.２％改定する必要が

ありました。しかし、激変緩和の観点から、2回に分けて改定することとし、令和７年４月に１回目の改定

を実施します。

（2回目の改定は令和１１年４月を予定しており、改定率については、改定時に改めて算出させていただきます。）

料金改定について
詳しくはこちら→

【お問い合わせ】

業務部 公営企画課 TEL：047-475-3323

水道料金
収入の減少

水道施設の
老朽化・地
震対策

水道水の販売量は、節水機器の普及や節水意識の浸透により減少傾向にある中、給水

人口の減少に伴い令和６年度から減少が継続し、令和４５年度の販売量は１，０５８万㎥

（△１０４万５千㎥、△９％）となる見通しです。

水道料金収入は、販売量の減少に伴い減収が継続し、令和45年度は約１５億円（△１億

８千万円、△１１％）となり、大きく減少する見通しです。

水道水を安定供給するためには施設の更新や耐震化が必要です。

費用は令和６年度から令和１５年度までの１０年間で

約１４５億円、令和４５年度までの４０年間で約６９５

億円を見込んでいます。

水道法では「水道料金は健全な経営を確保できること」とされています。健全な経営とは、水道施設の維持

管理や計画的な更新を行い、継続的に安定供給ができる経営状態のことです。「収益の見込み」や「建設改

良費の推移」、「純損益の比較」を検討した結果、「健全な経営を確保」するためには料金改定が必要です。

標 準 的 な 家 庭 に お け る 水 道 料 金 （ 現 行 ⇒ 改 定 後 ）

１回目 令和７年４月に全体の平均改定率＋２３.６８％の改定

（例）１か月（２０ｍｍメーターを設置、１９㎥使用した場合）

２，５２１円 ⇒ ３，０８３円 （５６２円増）

現 行 改定後

な ぜ 改 定 が 必 要 な の か

新 料 金 適 用 の タ イ ミ ン グ

対 象 の お 客 様

※「水道料金表」については、裏面をご覧ください。

令和７年１月２９日 公営企業運営協議会
第３回会議 議題（３）資料 業務部 公営企画課



料金改定について
詳しくはこちら→

【お問い合わせ】

業務部 公営企画課 TEL：047-475-3323

メーター口径 現行 改定後

１３ｍｍ ５８３円 ７１５円

２０ｍｍ １,１１１円 １,３７５円

２５ｍｍ １,７０５円 ２,３３２円

３０ｍｍ ４,７８５円 ６,６００円

４０ｍｍ ８,３８２円 １１,５５０円

５０ｍｍ １４,４８７円 ２０,３５０円

７５ｍｍ ３４,２６５円 ４８,４００円

１００ｍｍ ６２,３０４円 ９０,２００円

１５０ｍｍ以上 １５２,３７２円 ２２１,１００円

水道料金＝基本料金＋従量料金

基本料金（1か月当たり）※消費税10％込み

従量料金（1㎥につき）※消費税10％込み

使用量区分 現行 改定後

１㎥以上１０㎥以下の分 ４４.０円 ５２円

１０㎥を超え３０㎥以下の分 １０７.８円 １３２円

３０㎥を超え５０㎥以下の分 １６１.７円 ２３１円

５０㎥を超え１００㎥以下の分 ２１５.６円 ３０８円

１００㎥を超え５００㎥以下の分 ２７１.７円

３７４円５００㎥を超え１,０００㎥以下の分 ３２６.７円

１,０００㎥を超える分 ３８０.６円

水 道 料 金 表


